
令和７年度第２回船橋市自転車等駐車対策協議会 

 

日時：令和７年１０月３１日（金）１４時から 

場所：船橋市役所本庁舎９階 第１会議室 

 

＜次第＞ 

 

１ 開会 

２ 議事 ⑴「船橋市自転車等の駐車対策に関する総合計画（案）」に 

ついて 

⑵今後のスケジュールについて 

３ 閉会 



第１回協議会からの変更点について  

➀ご意見と変更点 

 
連番 ご意見 前回（骨子案） 今回 

1 

 

 

 

 

 

道路上の空間も減っていってしまうとなる

と用地確保は中々厳しいのかと思います。それ

で地価が高いとなると、空間確保と台数の増

加をどうするかというのは課題として書いて

おいたほうがいいかもしれないです。 

（小早川会長） 

P35 
2-5 放置自転車対策の課題 
⑴駐輪場用地の確保や既設駐輪場の利用促進 
１）駅に近い駐輪場用地の確保が困難 

 

特に駐輪需要の高い駅では駅に近い駐輪場

用地の確保が困難なうえ、借地で運営していた

市営駐輪場用地を返還することもあり、安定的

で十分な駐輪場用地の確保が難しい状況で

す。 

 

 

 

 

 

 

P37 
2-6 放置自転車対策の課題 
⑴駐輪場用地の確保や既設駐輪場の利用促進 
１）駅に近い駐輪場用地の確保が困難 
 

特に駐輪需要の高い駅では駅に近い駐輪場

用地の確保が困難なうえ、借地で運営してい

た市営駐輪場用地を返還することもあり、安

定的で十分な駐輪場用地の確保や収容台数の

増加が難しい状況です。 

 



連番 ご意見 前回（骨子案） 今回 

2 
現実的に自転車収容台数の確保についてど

う考えているのか気になります。（吉川委員） 

P37 
３-２ 方針、施策及び取り組み 
方針 1：多様な需要に応じた駐輪場の確保を図り
ます 
＜施策１＞駐輪場の確保 
⑵駐輪需要を踏まえた駐輪場用地の確保 
 

駅周辺では、駐輪場以外の土地利用が進んで

いることから、鉄道事業者、民間事業者と連携

し必要収容台数の確保を図っていきます。な

お、駐輪場新設に際しては、歩行者空間の確保

を前提に警察及び道路管理者と協議の上、路上

駐輪場の新設も検討します。 

また、市営駐輪場は借地で運営されている箇

所も多いことから、長期安定的な用地の確保を

目指します。 

P41 
３-２ 方針、施策及び取り組み 
方針 1：多様な需要に応じた駐輪場の確保を図
ります 
＜施策１＞駐輪場の確保 
⑵駐輪需要を踏まえた駐輪場用地の確保 
 

駅周辺では、駐輪場以外の土地利用が進ん

でいることから、鉄道事業者、民間事業者と連

携し駐輪場用地の確保を図るとともに、市営

駐輪場は借地で運営されている箇所もあるた

め、長期安定的な用地の確保にも努めてまい

ります。また、民間駐輪場が整備されるよう民

間事業者への助成制度の検討を行います。 

さらに、収容能力の向上を図るため、２段式

駐輪ラックの導入促進についても検討してい

きます。 

3 

今後も駐輪場が減っていくと思います。この

辺の対応をどう考えていくのか、具体的に対

応を考えていく必要があるのかと思っており

ます。（武藤委員） 

4 

貸していただいている地権者の意向も踏ま

えて総合的にやっていかないと減少しちゃう

のかなと感じました。（髙橋副会長） 

5 

土地の確保が難しく、１箇所ごとの収容台数

を上げるのは可能なのでしょうか。増やす方向

か増やさなくても今ある台数ができるだけ減

らないようにしていくといった内容を盛り込ん

でいただけないかと思います。（小早川会長） 

6 
今ある土地で３階建てを５階建てにすると

かしかないのかと思いました。（髙橋副会長） 

７ 
歩道は歩道として使わせていただきたいで

す。（天羽委員） 

８ 

路上駐輪場の新設に関しては、個別の事情

を踏まえたうえで現地確認も行い、やむを得な

い場合に占用許可を行っているところである。

【道路管理課】 



 
連番 ご意見 前回（骨子案） 今回 

9 

 

 

 

 

 

 

「方針 1：多様な需要に応じた駐輪場の確保を

図ります」の中にシェアサイクル等の記載の再掲

検討をお願いします。【道路計画課】 

P39 
方針 2：放置自転車対策の強化を図ります 
＜施策４＞放置実態に応じた対策の実施 
②事業者との連携 
 

 

駅からの距離に関係なく、特定の施設に自転

車等の放置が集中していることが多いため、特定

の施設の設置者と連携・協力して放置防止対策を

行います。 

P44 
方針 2：放置自転車対策の強化を図ります 
＜施策４＞放置実態に応じた対策の実施 
（２）事業者との連携 
 

 

駅周辺以外にも、駅から離れた施設に自転車

等が放置されていることから、関係する事業者

と連携·協力して放置対策を行います。 

また、駅周辺や公共施設、民間施設へのサイク

ルポートの増設を民間事業者とともに促進しま

す。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



②その他の主な変更点 

 

ページ 修正内容 

Ｐ8 

 

 

Ｐ１３ 

 

 

Ｐ１４ 

 

 

 

Ｐ１６ 

 

 

 

 

Ｐ２０ 

 

 

Ｐ２３ 

・放置台数のグラフに「船橋駅 1 日平均乗車人員」を追加しました。 

 

 

・シェアサイクル事業の実績として「サイクルポートの設置状況」の表を追加しました。 

 

 

・「幼児用座席（チャイルドシート）付自転車の利便性向上のため、一部の駐輪場に優先スペースを導入しました。」を追加しまし

た。 

 

 

・保管場所の一覧表を削除し、本文を「自転車の撤去台数の減少や撤去自転車の返還割合の増加によって保管する自転車が大幅

に減少したことから、７箇所あった自転車等保管場所のうち３箇所を廃止、１箇所を縮小し、撤去自転車等の保管・処分の効率化

を図りました。」に変更しました。 

 

 

・現行計画の施策と取り組みをまとめた「これまでの取り組みの整理」を追加しました。 

 

 

・駐輪実態調査結果一覧をわかりやすく簡素化しました。 



ページ 修正内容 

Ｐ２４～３５ 

 

 

Ｐ４０ 

 

 

Ｐ４１，４２ 

 

 

 

Ｐ43 

 

 

 

Ｐ47,48 

 

 

 

Ｐ４９ 

・円グラフを設問順から回答の多い順に変更しました。 

 

 

・「今後の方針、施策及び取り組み」を体系化し、追加しました。 

 

 

・「民間駐輪場整備の助成制度の検討」の目的は、駐輪場用地の確保であることから、＜施策２＞利用料金の見直しから削除し、

＜施策１＞⑵「駐輪需要を踏まえた駐輪場用地の確保」に追加しました。 

 

 

・＜施策３＞駐輪場の利便性やサービスの向上への取り込みとして「劣化した設備の更新」を追加し、駐輪場の新設または全面改

修時等における設備更新時の考え方を追加しました。 

 

 

・駐輪場確保の方針をまとめているため、「各駅等の放置自転車対策」を「駐輪場の確保に関する方針」に変更し、内容についても

追記、修正をしました。 

 

 

・「駅ごとに放置自転車等台数を把握するとともに、各施策の取り組み状況についても定期的に確認することで、駅ごとの実情に

応じた施策の推進を図ります。」に修正しました。 
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令和7年度 10月 11月 12月 1月 2月 3月

協議会

主な
審査事項

策定状況

第2回
10/31

第3回
1/29

パブリック・コメント
12/15～1/14

結果反映 計画
策定

計画原案
パブコメ
結果報告

今後のスケジュール

市議会議長報告等


